
※冊子（保存版「ごみと資源の日程・出し方」（平成２２年４月１日号））と一緒に保管してください。 

 

                               

☆市では受入れできなかったものが、『粗大ごみ』として出せます！ 

※冊子の４ページ「市では処理できないものがあります。」の変更内容です。 

 

  今まで市では受入れできなかった次の品目について、粗大ごみとして出せるようになりました。 

■コンクリートブロック（１回につき６個まで）  ■レンガ（１回につき１５個まで） 

 ■耐火金庫   ■物干し台（コンクリート製）  ■つけもの石（コンクリート製） 

出し方  北清掃工場へ直接持ち込んでください。 

受 付  月曜日～金曜日（祝日を除く）  

午前８時３０分～午前１１時４５分／午後１時～午後４時 

手数料  持ち込み時に、現金でお支払いください。 

     基本料金 １２０円（１０㎏まで）、１０㎏ごとに１２０円加算されます 

 

☆一般ごみ、粗大ごみの一部も『資源』として出せます！ 

※冊子の５ページ「一般ごみ」と６ページ「資源」の変更内容です。 

 

今まで「一般ごみ」又は「粗大ごみ」としていたものが、次のとおり資源として出せるようになりました。 

資 

 

 

源 

金物類 

■傘の骨組み（金属製のみ）※傘布、ビニールを取り除いて   

■針金   

■針金ハンガー 

■炊飯器の内釜・餅つき機の内釜    

■グリル鍋のプレート・ホットプレートのプレート 

■その他の変更点 

 台所用金物（フライパン、やかん、鍋、ボウル、ざる、ホットプレート

のプレート等）に限り、３０cm 以上のものでも金物類として回収します。 

※中を洗って４５ℓまでの透明又は半透明の袋に入れ、口をしっか り  

しばって出してください。 

※台所用金物以外のものは、これまでどおり３０cm 以上のものは   

「粗大ごみ」です。 

布 類 

■バッグ（革製・布製・ビニール製）※キャスター付きは除く 

■ベルト    

■革製衣類    

■帽子    

■ダウンジャケット 


